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言語は、音声、文字、手話等を使って人と人が意思や感情を伝え合う手段であ

り、また、論理や思考など知的活動の基礎となるものです。 

手話言語は、音声とは異なる独自の文法体系を有し、手や指、表情などにより

表現される目で見る言葉です。 

日本語や英語といった言語があるように国や地域によって、使用される手話言

語は異なります。また、日本語に方言があるように、手話言語には地域それぞ

れの方言があります。 

 

 

手話言語は、手の形、位置、動きの方向や大きさ、顔の表情やからだの動き 

を使って意味を表します。 

手話言語で話しをする時は、手話独自の文法を使って表現しますが、話しこ

とばの順番で単語をつなぎ表現することもあります。 

 

 

手話は表情豊かに表現をします。 

一つの手話単語でも、 

表情によって多様なことばの 

意味を表します。 

 

 

聴覚障がいは、聴力に関する障がいのことです。全く聞こえない人から補聴器

をつければ少し会話が聞き取れる人まで、聴覚障がいの状況は人によって様々

です。 

聴覚障がい者とのコミュニケーション方法は手話言語以外にも、筆談や、空書

き、指文字などがあります。 

また、盲ろう者（見えない・聞こえない 2 つの障がいが重複している人）に

は、触手話や指点字でコミュニケーションを取るなど聴覚障がいの特性にあっ

たコミュニケーション方法を使用します。 
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基本的な手話を表現してみましょう 



八街市は、令和 7 年 9 月 23 日【手話の日】に『八街市手話言語条例』を施行しました。 

 

 

 

手話言語が言語であることに対する理解及び普及促進に関する基本理念を定め

るとともに、市の責務及び市民、事業者の役割を明らかにし、誰もが共生でき

る地域社会を実現することを目的としています。 

 

 

手話言語が言語であることに対する理解及び普及促進は、手話言語を使う者が

意思疎通を図る権利の下で、全ての市民が互いに人格及び個性を尊重し合うこ

とを基本理念として行わなければなりません。 

 

 

市は、基本理念にのっとり、手話言語に対する理解及び普及促進並びに手話言

語を使いやすい環境整備に関する施策を行います。また、手話言語を使う者が

日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的配慮を行います。

 

 

市民は、条例への理解を深めるとともに、市の施策に協力するよう努めます。

 

 

事業者は、手話言語を使う者が必要とする合理的配慮を行うよう努めるととも

に、誰もが共生できる地域社会実現のための活動並びに市の施策に協力するよ

う努めます。


